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ン
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ー
土
岐
市
立
総
合

病
院

医

療

機

関

名

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
東
濃
中
部
医
療

セ
ン
タ
ー
東
濃
厚
生
病
院

医

療

機

関

名

第

六

百

六

十

号

令

和

八

年

二

月

十

日

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
七
〇
三

番
地
の
二
四

所

在

地

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
番
地
一
号

所

在

地

令
和

八
・

一
・
三
〇

撤

回

年

月

日

令
和

八
・

一
・
二
四

撤

回

年

月

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
救
急
病
院
の
申
出
の
撤
回

(

医
療
整
備
課)

四
九
ペ
ー
ジ

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

防

災

課)

五
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
整
備
課)

五
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
十
号

次
の
医
療
機
関
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
等

を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
六
十
一
号

次
の
医
療
機
関
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
等

を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
二
月
十
日



公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
(ベ
ル
式
４
１
２
Ｅ
Ｐ
型
)
の
定
期

整
備
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
11月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
１
月
７
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
橋
本
町
二
丁
目
８
番
地

中
日
本
航
空
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
松
野
和
夫

６
落
札
金
額
303,710,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
危
機
管
理
部
防
災
課
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー

�
所
在
地
各
務
原
市
那
加
官
有
地
無
番
地

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
玄
の
子
地
区
の
換
地
処
分
を
令
和
八
年
一
月
二
十
八
日
に
し
た
の
で
、
同
法
第
八

十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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令
和
八
年
二
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


